
女性の活躍に関する情報の公表について 

 

 

女性活躍推進法の規定に基づき、以下のとおり情報を公表します。 

 

１ 男女の賃金の差異 

 男女の賃金の差異 

（男性の賃金に対する女性の賃金の割合） 

全労働者 79.4％ 

常勤教職員 86.5％ 

非常勤教職員 211.1％ 

対象期間：令和 7 年度（2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日まで） 

賃金：基本給、時間外勤務手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く 

常勤教職員：常勤教員、事務職員 

非常勤教職員：有期雇用教職員、再雇用職員 

 

２ 女性管理職比率【令和８年 4 月 1 日時点】 

 男性 女性 計 女性の割合 

事務職員 4 人 0 人 4 人 0％ 

※本項目における「管理職」は課長級（グループリーダー）を指す 

 

３ 労働者に占める女性労働者の割合【令和８年 4 月 1 日時点】 

 
男性 女性 計 女性の割合 

教員 80 人 28 人 108 人 25.9％ 

事務職員 40 人 37 人 77 人 48.1％ 

 

４ 労働者の一月当たりの平均残業時間【令和７年度実績】 

事務職員 7.84 時間 

 


